
鞍手町中小企業活性化計画（案）とは、

地域の企業や町、商工会、金融機関並びに地域住民が一体となって、

持続可能な地域経済の構築と活気あるまちづくりに取り組むための計画です。

鞍手町中小企業活性化計画（案）に

対する意見を募集します！

平成30年10月15日（月）から11月14日（水）まで実施期間

①町内に住所を有する方
②町内に事務所や事業所を有する個人・法人、その他の団体
③町内の事務所や事業所に勤務している方
④町内の学校に在学する方
⑤その他、その事案に利害関係があると町が認める個人または団体など

意見を提出できる方

意見の提出方法

提出先：鞍手町地域振興課地域振興係

町指定の様式に必要事項を記入し、役場地域振興課へ提出してください。
①担当窓口への持参
②郵便、ファックス
③鞍手町ホームページからの提出
電話では受付できませんので、あらかじめご了承ください。

電話：0949-42-2111 ファックス：0949-42-5693

鞍手町ホームページ

パブリックコメントとは、公的な機関が政策や条例などを制定しようと
するときに、広く公（パブリック）に意見・情報・改善案（コメント）
を求める手続きをいいます。町では、この制度を活用し、提出された意
見などを参考に政策などに反映させていきます。また、提出された意見
については町の考え方とともに公表を行います。

パブリックコメントとは

【パブリックコメント】 参考資料２


